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〇事業の成長発展を図るため、自主的に経営の向上・改善に努める 

〇雇用環境の整備・維持・創出及び人材の育成に努める 

〇児童・生徒に対する職業体験機会の提供協力に努める 

 

地元企業者の努力 

〇地元企業の振興に関する経済的社会的諸条件に応じた施策の策定・実施 

〇地元企業の実態を把握し、広く意見を聴くことで施策に反映 

市 の 責 務 

〇支援体制の充実・共同事業の実施・地元企業者 

の組織化又は相互連携の促進に努める 

〇中小企業者と共に基本理念の実現に取り組む

よう努める 

地域経済団体の役割 

〇地域社会を構成する一員として、中小企業者

との連携・協力に努める 

〇市が実施する中小企業振興施策に協力する

よう努める 

 

大企業者等の役割 

〇地元企業者への円滑な資金の調達及び経営の

改善に協力するよう努める 

〇市が実施する中小企業振興施策に協力するよ

う努める 

金融機関の役割 

〇職場体験活動その他職業に関する理解を深め

る学習等を通じて、地域の次世代を担う人材

の育成に協力するよう努める 

学校の役割 

〇地元企業者は創意工夫・経営力の向上・事業の持続的な発展を目指す 

〇企業経営者が地域の経済・雇用・まちづくり等の担い手として重要な役割を果たす 

〇地域内における持続的な経済循環を促進し、市民にとって豊かで暮らしやすいまちの実現を目指す 

〇国・道等の協力を得ながら、市・地元企業者・その他関係者・市民が一体となって連携・協力を推進する 

基 本 理 念 

地元企業者及び各関係機関 

による連携・協力 

中小企業振興施策の実施 

〇生産性向上・業務効率化支援         〇働きやすい職場環境づくりに関する支援 

〇創業・新規事業創出支援           〇事業活動に必要な資金調達の円滑化に関する支援 

〇経営安定・経営革新支援           〇災害等発生後の事業継続支援 

〇販路・取引拡大支援             〇地元企業者相互連携強化支援 

〇円滑な事業承継支援             〇６次産業化・農商工連携促進支援 

〇人材育成・確保及び雇用促進・安定化支援   〇その他市長が必要と認める支援 

施策の基本方針 

地域社会の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与 


